
第６３号議案 

 

   東大和市組織条例の一部を改正する条例    

 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年１１月２９日 

 

 

                    提出者 

                     東大和市長 和地 仁美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１条の表中 を に、 を「健幸福 

   東大和市組織条例の一部を改正する条例 

 東大和市組織条例（昭和５４年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

       「総務部    「行政管理部   「地域福祉部          

        市民環境部」  市民生活部」   健幸いきいき部」       

祉部」に改める。 

 第２条の表政策経営部の項第３号から第５号までを次のように改める。 

 （３）商工業及び農業に関すること。 

 （４）予算及び財政に関すること。 

 （５）秘書及び交際に関すること。 

 第２条の表政策経営部の項に次の３号を加える。 

 （６）広報及び広聴に関すること。 

 （７）職員に関すること。 

 （８）情報システム及び情報化推進に関すること。 

 第２条の表総務部の項中「総務部」を「行政管理部」に改め、同項第６号から第８

号までを次のように改める。 

 （６）戸籍及び住民基本台帳に関すること。 

 （７）税に関すること。 

 （８）他の部に属さないこと。 

 第２条の表総務部の項第９号を削り、同表市民環境部の項中「市民環境部」を「市

民生活部」に改め、同項中第１号から第３号までを削り、第４号を第１号とし、第５

号から第７号までを３号ずつ繰り上げ、同項に次の２号を加える。 

 （５）スポーツ及び観光に関すること。 

 （６）消防、災害対策及び防犯に関すること。 

 第２条の表地域福祉部の項中「地域福祉部」を「健幸福祉部」に改め、同項第１号

中「地域福祉」の次に「及び高齢者福祉」を加え、同項に次の３号を加える。 

 （４）保健及び医療に関すること。 

 （５）介護保険に関すること。 

 （６）国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。 

 第２条の表健幸いきいき部の項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （東大和市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

２ 東大和市特別職報酬等審議会条例（昭和４３年条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 



  第７条中「総務部」を「政策経営部」に改める。 

 （東大和市環境保全審議会条例の一部改正） 

３ 東大和市環境保全審議会条例（昭和４７年条例第２３号）の一部を次のように改

正する。 

  第９条中「市民環境部」を「市民生活部」に改める。 

 （東大和市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正） 

４ 東大和市予防接種健康被害調査委員会条例（昭和５５年条例第３８号）の一部を

次のように改正する。 

  第７条中「健幸いきいき部」を「健幸福祉部」に改める。 

 （東大和市地域福祉審議会条例の一部改正） 

５ 東大和市地域福祉審議会条例（平成７年条例第３４号）の一部を次のように改正

する。 

  第９条中「地域福祉部」を「健幸福祉部」に改める。 

 （東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例の一部改正） 

６ 東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例（平成１７年条

例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第２７条中「市民環境部」を「市民生活部」に改める。 

 （東大和市行政不服審査会条例の一部改正） 

７ 東大和市行政不服審査会条例（平成２８年条例第１３号）の一部を次のように改

正する。 

  第７条中「総務部」を「行政管理部」に改める。 


